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建設工事等競争入札参加資格審査申請追加受付の報道依頼について

別紙のとおり，建設工事等競争入札参加資格審査申請追加受付を行いますの

で，報道くださるようお願いいたします。

有

詳細については，旭川市ホームページに記載しています。

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/578/581/d058602.html
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令和２年１０月２７日

各報道機関 様

総務部契約課長
(工事担当)

報道依頼について

下記の件について報道をお願いします。

建設工事等の競争入札参加資格審査追加申請の受付について

令和２年度に旭川市（水道局を含む。）が発注する建設工事等の競争入札に参加を希望する方の追
加申請を受け付けます。
既に平成３１年度（令和元年度）の有資格者となっている方は，申請の必要はありません。
なお，新型コロナウイルス拡大阻止の対策として郵送での申請を受付します。

○ 資格
工事及び業務（測量業務及び工事に係る業務）について(1)～(3)の要件が必要です。

（１）工事
①工事の種類に対応する建設業法による許可を有する建設業者で，受付期間月の１日（以下
「審査基準日」という。）において，許可を受けてから継続して２年以上その事業を営んで
いること（解体工事業にあっては、許可を受けるまで継続して営むとび・土工工事業の経過
年数を含む）。

②経営事項審査を受けていて，かつ，許可行政庁に総合評定値を申請していること。なお，そ
の結果通知が登録開始日に有効であること。

③経営事項審査の結果通知において，工事種別に対応する完成工事高があること。
④健康保険，厚生年金保険及び雇用保険に加入していること。

（２）業務
①測量業務，建築設計業務及び計量証明業務については，それぞれ法令の規定による登録を受
けていること。

②審査基準日において継続して１年以上その事業を営み，当該審査基準日の直前２年間に希望
する種別に関し事業高があること。ただし，技術資料作成業務については，当該審査基準日
の直前５年間の内に希望する種別に関し事業高があること。

③個人の場合は従業員が３人以上であること。
（３）工事・業務の共通要件

申請時に，本店所在地の市町村税（特別区にあっては都税）並びに消費税及び地方消費税に滞
納がないことを示す納税証明書を提出できること。

○ 受付期間
第３回（令和３年１月１日登録開始）

令和２年１１月１６日（月）から令和２年１１月３０日（月）まで

○ 受付時間
午前９時から午後５時まで（ただし，午後０時１５分から午後１時までを除く。）

○ 受付場所及び郵送先
〒070-8525 旭川市６条通９丁目 総務部 契約課 工事担当（総合庁舎６階）
〒070-8541 旭川市上常盤町１丁目 水道局 経営企画課 契約係

○ 市町村共通様式の販売先
・(一社)旭川建設業協会
旭川市５条通５丁目左１０号 TEL (0166)22－5144

・(一社)北海道土木協会
札幌市中央区北３条西７丁目１ 緑苑ビル３階 TEL (011)271－3681

○ 旭川市独自様式の配布先
各受付場所
なお，下記アドレスの旭川市ホームページにおいてもダウンロードできます。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/565/578/581/d058602.html

○ 詳細
契約課 工事担当 TEL (0166)25－9701
水道局 経営企画課 契約係 TEL (0166)24－3171


